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はじめに
新潟市は、平成19年４月１日に本州日本海側
初の政令指定都市になり、もうすぐ18年が経過
する。その間に高齢化による救急需要の増加、
人口減少による税収の減少、定年引上げや再任
用制度による高齢期職員の増加など、我々を取
り巻く環境も大きく変化している。
このような変化に対し、新潟市消防局（以下

「当消防局」という。）では、現行制度を再検討し
将来にわたって持続可能な組織づくりを行うた
め、「消防局課題検討委員会」を設置し検討を
行っている。
今回は、その課題の一つである「違反是正体
制」について、令和５年度から当消防局が取組
んでいる内容とその効果について紹介する（この
取組みは「 令和６年度違反是正講演等動画
配信事業」において消防職員限定で配信されて
いる）。

現状と課題
取組み内容を紹介する前に、当消防局の違反
是正体制の現状と課題についてお伝えする。
⑴査察執行体制
当消防局は、防火対象物の用途や規模に応じ
てランクを分け実施期間を決める「サイクル査
察」を実施している。
また、重大違反対象物については、毎年度１
回以上、改善状況の確認や指導強化のため局署
合同で立入検査を実施している。その結果、当
消防局の立入検査実施率は、防火対象物と危険
物施設ともに全国平均と比べ２倍以上高い値と
なっている。
一方、違反処理については、指摘事項は行政
指導として立入検査結果通知書による文書指導
に留まり、その後は電話等による追跡調査を実施
し、粘り強い指導で自主的な改善を促していた。
査察実施件数＝「量」に主眼を置き、より多
くの査察を実施することが目的となっていた。
⑵組織体制
当消防局の違反是正に係る組織体制は、消防
署主体で違反処理を進め、本部がそれをサポー
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特別機動査察隊の発隊式

トするという形をとっていたが、消防署の業務は
多岐にわたり違反処理に労力を費やすことが難
しくなっていた。
このような「体制」では、違反是正が進まな
かった。
⑶知識・技能
過去に警告、命令の発令事例が少なく、実務
経験も不足しており、マニュアル等の整備もで
きていなかった。その結果、教育指導者が育たず、
知識及び技能が伝承されてこなかった。
このような「環境」では、違反是正が進まな
かった。
⑷人材育成
消防業務の高度化、複雑化により、職員一人
あたりの業務量が増加し、現状の組織体制では
業務多忙で違反処理に対応することが難しい状
況であった。
また、今までの体制と環境では教える側の知識
及び技能も備わらず、指導者不足が続いていた。
このような「人材育成」では、違反是正が進ま
なかった。

⑸組織風土
消防署主体の違反処理体制により、違反処理
が後回しとなり知識及び技能の向上や人材育成
が進まなかったことで、前例にならう粘り強い行
政指導を続けるという組織風土が広がっていた。
このような「風土」では、違反是正が進まな
かった。
そこで、これら５つの課題を解決し、この状況
を打破するため、違反是正体制の「抜本的な改
革」が必要であると組織決定した。

取組み内容と効果
それでは、これまでの現状と課題を踏まえて
当消防局が令和５年度から取組んできた内容と
その効果について説明する。
⑴課題検討委員会の設置
冒頭でもお伝えしたが、当検討委員会は諸課
題に対し、現行体制を再検討し将来にわたる持
続可能な組織をつくることを目的に設置され、
提案のあった34項目に対して検討を図っている。
その中の一つに「違反是正体制の強化」が含
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違反是正研修会の開催

⑷違反是正研修会の開催
令和５年度から３回の開催で、違反是正支
援センター講師による「違反是正の推進」や新
潟地方検察庁、新潟県警察講師による「告発に
おける法的手続き」、横浜市消防局講師による
「違反是正の取組み」について講義をしていた
だいた。
【効果】
⃝職員の意識改革
⃝固定概念の打破
⃝関係機関との連携強化
⃝知識の習得
⃝県内各消防本部の知識レベルアップ
⃝心強いサポートによる違反是正推進
⑸実務研修【区分Ａ】の県内消防本部受入れ
総務省消防庁主催の「違反是正の推進に係る
実務研修【区分Ａ】」において、令和５年度から
県内消防本部を受入れ、２年間で６本部９名と
ともに研修を実施した。
【効果】
⃝県内各消防本部の実務能力レベルアップ
⃝教育指導者の育成
⃝他都市の良い所を吸収
⃝相談できる仲間の増加
⑹各マニュアル等の策定
違反処理の基本的な事項と手続きについてま
とめた「違反処理の手引き」と消防法第５条の
３の基本的な事項や手続きについてまとめた「吏

まれており、主に組織体制について検討が図ら
れた。検討結果については後述する。
【効果】
⃝�当消防局全体に関わる課題であるという認識
の浸透
⃝職員の意識改革
⃝検討の結果として結論が求められること
⃝改革しやすい環境の整備
⑵先進都市への視察研修
先進的な取組みを視察する目的で札幌市消防
局への視察研修を実施し、先ほど課題として挙
げた、査察執行体制や人材育成、組織風土の醸
成など課題解消にあたり必要となる事項を確認
させていただいた。
【確認事項】
⃝組織が課題を重要視
⃝成果物の明確化
⃝他都市との違いを認識
⃝相談できる心強い関係づくり
⑶特別機動査察隊の発隊
本部予防課員（発隊当時）10名で編成し、査察
規程に定める臨時査察の執行と、違反処理規程
に定める違反処理を任務とした。
【効果】
⃝体制強化に向けた最初の意思表示
⃝職員のモチベーションアップ
⃝機動力のある査察体制の構築
⃝対外的なアピールと違反抑止
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実務研修の県内消防本部受入れ

また、連携強化と業務妨害対応を目的に新潟
県警察と合同で実施した。
【効果】
⃝命令できる環境を整備
⃝経験知の蓄積
⃝火災発生危険の排除
⃝違反対象物の増加を抑制
⃝関係機関との連携強化
⑻組織改編
課題検討委員会の検討結果として、これまで

員命令マニュアル」を策定した。
【効果】
⃝職員の意識改革
⃝知識及び技能の習得
⃝違反処理できる環境の整備
⃝できない言い訳を排除
⑺夜間特別査察
夜間特別査察を実施するにあたり、事前研修
として消防法第５条の３についての座学、シミュ
レーション、燃焼実験を実施した。

組織改編
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夜間特別査察

２課で分散していた査察と違反処理を１つの係
に集約し、令和６年度から査察、違反是正に専
従する査察是正係を新設する組織改編を実施
した。
【効果】
⃝違反是正専従で知見の蓄積
⃝バックアップ体制の強化
⃝各消防署へのフィードバック
⃝組織的違反是正能力の向上
⑼査察執行体制検討委員会
各消防署の予防担当課長を委員、予防担当係
長をワーキンググループメンバーとする検討委員
会を設置し、査察規程や査察執行基準の見直し
などを検討した結果、査察規程を全部改正する
こととした。
【効果】
⃝各消防署の実情を把握
⃝様々な立場の意見を反映
⃝職員の総意で決定
⃝持続可能な査察執行

まとめ
最後に、課題に対しての取組みをまとめる。

①査察執行体制
査察執行体制検討委員会で査察規程等の見
直しを図り、職員が持続可能な体制を確立した。
②組織体制
機動力をもって違反是正を推進するため、特
別機動査察隊の発隊及び査察是正係を新設した。
③知識・技能
マニュアル等の整備や違反是正研修会により
知識を深め、夜間特別査察を継続して実施する
ことで実践経験を積み、技能の向上を図った。
④人材育成
違反是正に係る研修の充実や査察是正係の知
見をフィードバックすることで、教育指導者を育
成した。
⑤組織風土
違反是正を推進する組織風土を醸成するため、
上記の取組みを継続し、違反是正体制の確立と
職員の意識改革を図った。
以上が当消防局の違反是正体制強化の取組み
となるが、未だ改革途上であり課題も山積みだ。
この改革が一時的な盛り上がりとならないよう
継続的に検討を進め、今後も持続可能な組織を
目指していく。


